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規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

ジャパン・シニアリビング投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会におい

て、規約一部変更及び役員選任に関して、下記の通り平成 29 年 4 月 27 日に開催する本投資法人の第 3

回投資主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。  

なお、下記事項は当該投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

 

1.  規約一部変更について  

  変更の理由は以下の通りです。 

(1) 投資法人における会計上の取扱いと税務上の取扱いの差異（税会不一致）に関して、投資法人の計算に

関する規則（平成 18 年内閣府令第 47 号。その後の改正を含みます。）及び租税特別措置法（昭和 32 年

法律第 26 号。その後の改正を含みます。）等の改正が行われたことから、本投資法人における課税負担

を軽減する目的で利益を超えた金銭を分配することを可能とするため、関連する規定を変更するもので

す（現行規約第 46条第 2号関係）。 

(2) 本投資法人の第 1 期営業期間に関する定めについて、現状では不要となった文言を削除するものです

（現行規約第 45条及び別紙関係)。 

(3) 上記の他、適用法令の表現との整合性、規定内容の明確化その他による、表現の変更及び字句の修正並

びに条文の整備を行うものです。 

（規約変更の詳細については、添付の「第 3回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

2.  役員選任について  

提案の理由は以下の通りです。 

(1) 執行役員奥田かつ枝から、任期の調整のため、平成 29 年 4 月 30 日をもって一旦辞任する旨の申し出が

あったため、平成 29 年 5 月 1 日付で改めて執行役員 1 名（候補者：奥田かつ枝）の選任をお願いするも

のです。 

(2) 執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1名（候補者：

薦田晶）の選任をお願いするものです。 

(3) 監督役員岩尾總一郎及び小高功嗣から、任期の調整のため、平成 29年 4月 30日をもって一旦辞任する旨

の申し出があったため、平成 29 年 5 月 1 日付で改めて監督役員 2 名（候補者：岩尾總一郎及び小高功

嗣）の選任をお願いするものです。 



 

 
 

 

3.  日程 

平成 29年 3月 23日    投資主総会提出議案承認の役員会  

平成 29年 4月 5日     投資主総会招集ご通知の発送（予定） 

平成 29年 4月 27日    投資主総会開催（予定） 

 
 
＜添付資料＞  
・第 3回投資主総会招集ご通知 
 
 

以 上 

※本投資法人のホームページアドレス：http://www.jsl-reit.com/ 

http://www.jsl-reit.com/
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